
 

 

 

 

 

 

※ 月間ケアプラン前回取得のご注意 ※ 

※ 以下のサービスは、月間ケアプランの 

   ３月→４月の「前回取得」はお控えください ※ 

＜算定構造やサービスコードに特に大きな変更があったサービス＞ 

■ 通所系のサービス  

（ 通所介護 ・ 通所リハ ・ 認知症対応型通所（予防含む） ・ 地域密着通所） 

■ 同一建物減算を算定する場合の訪問系のサービス  

（ 訪問介護 ・ 看護 ・ 入浴 ・ リハなど、予防含む ） 

◎やむを得ず「前回取得」される場合は、大変お手数ですが 

 
上記サービスは一度 削除 して 再入力 願います。 

 
上記のサービスは本改正で算定構造やサービスコードに大きな変更がありました。 

《 変更の例 》 

■ 通所介護 

３～５時間 

５～７時間 

７～９時間 

２～３時間 
２～３時間 

３～４時間 

４～５時間 

５～６時間 

６～７時間 

７～８時間 

８～９時間 

サービスコードが細分化 

この他にも多くのサービスで変更があります。 前回取得をした際は必ず最新の

「介護給付費単位数等サービスコード表」で内容の確認をお願いいたします。 
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（３月まで） 
（４月以降） 


